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平成２９年度「木造公共施設等整備」公募要領 
（平成２９年度島根県森林・林業再生基盤づくり交付金） 

 

Ⅰ 公募する事業の目的 

   島根県は、木を伐って使って、植えて育てる「循環型林業」の実現を目指し、原木の増産、

木材の需要拡大、伐採後の適切な植林を進めている。 

   「循環型林業」の実現のために、利用期に達した森林から木を伐って使うことが重要であり、

島根県産木材の需要拡大を図ることが必要である。 

   この公募は、「木造公共施設等整備」を行うことにより、県産木材の需要拡大を図り、適切な

森林の経営・管理、林業及び木材産業の活性化や地域雇用の拡大を目的として実施する。 

 

Ⅱ 公募する事業の内容 

県内における地域材を使用した公共建築物の木造化・内装木質化 

※地域材は、県産木材「しまねの木認証材」、かつ、「間伐材」又は「合法木材」を使用する

こと。 

※内外装において木材が現しで利用され、木材利用促進に寄与するＰＲ効果が期待できる建

築物とする。 

※今回公募する公共建築物とは、「公共建築物等の木材の利用の促進に関する法律施行令」

（平成 22 年政令第 203 号）第１条に掲げる建築物をいう。 

◎公共建築物等の木材の利用の促進に関する法律施行令第１条に掲げる建築物 

１ 学校  

       ２ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設  

       ３ 病院又は診療所  

       ４ 体育館、水泳場その他これらに類する運動施設  

       ５ 図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設  

       ６ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降 

又は待合いの用に供するもの  

       ７ 高速道路（高速道路株式会社法 （平成 16 年法律第 99 号）第２条第２項に 

規定する高速道路をいう。）の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所 

 

   ただし、下記に該当する施設は補助対象外とする。 

   ①地方自治体自らが整備すべきもの 

役場庁舎（複合施設の場合、交流施設部分等は対象となり得る） 

   ②文部科学省予算により整備するもの 

     木造化で建設する公立小中学校の校舎（ただし、体育館等付属施設は対象とする。また、

公立小中学校の校舎を内装木質化する場合は対象とする。） 

   ③利用者が職員や居住者等特定の者に限られるもの 

     事務所、公務員住宅、サービス付き高齢者住宅、宿泊施設、車庫、倉庫等 

   ④利用時間が極めて短いもの 

     公衆便所、駐輪場、あづまや等 

   ⑤個人の財産となるもの 

     個人病院（非法人立病院）等 

   ⑥物品の販売を行うなど、営利を目的とするもの 

     道の駅、レストラン等 

１ 補助金名、補助率 

  補助金名：島根県森林・林業再生基盤づくり交付金 

  補 助 率：木 造 化： 補助対象経費の１５％以内を予算の範囲内で補助する。 

       内装木質化： 対象エリアの建築工事費に対して 3.75％以内かつ木質化部分の工事
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費の 1/2 以内の額を予算の範囲内で補助する。 

       ただし、消費税の一般課税事業者は消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。 

 

２ 対象となる支出経費 

①建物建築費及び構築物設置費のうち、原則として本館工事費に係るもの 

②直接工事費は、国土交通省大臣官房長官営繕部が作成する「公共建築物工事標準仕様書（建築工

事編）」及び「公共建築物工事内訳書標準書式（建築工事編）」に記載がある項目に係るもの 

 

 
 

  

【交付対象経費の参考概念図】 
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ただし、次に係る経費は対象外とする。 

 ①整備する施設等に係る電気・上下水道工事等に係る経費 

 ②国土交通省大臣官房官庁営繕部が作成する「公共建築物工事標準仕様書（電気設備工事編）」及

び「公共建築物工事標準仕様書（機械設備工事編）」に記載がある項目に係る経費並びに備品に

係る経費 

 ③非木造部分の整備に係る経費 

 ④その他、別途指示する経費 

 

３ 事業種目、工種区分 

事業種目 工種区分① 工種区分② 

木造公共施設整備 公共施設 木造公共施設 

木質内装 

木製外構施設 

付帯施設  

 

４ 事業計画における目標 

個別指標 個別指標の定義 

◎単位面積あたりの 

事業費 

◎単位面積あたりの 

地域材利用量 

当該施設による事業体の１m2 あたりの事業費（円） 

 

当該施設による事業体の１m2 あたりの地域材利用量（ｍ3） 

 

 

５ 採択基準等 

① 機能要件 

受益範囲において、単位面積当たりの地域材利用量の目標が原則として県の目標数値以

上であること。 

※県の目標数値 

 単位面積（延床面積）当たりの地域材利用量  0.18 ㎥／㎡ 

 木質内装（努力値）             0.02 ㎥／㎡ 

② その他の要件 

  ・木造化の場合は、延床面積が 300ｍ2 以上であること。 

    ・内装木質化の場合は、延床面積が 300ｍ2 以上であること、かつ内装化を行う床及び壁等 

の合計面積が 300ｍ2 以上であること。 

・施設の規模、性能等は、受益範囲、利用計画等からみて適切なものとすること。 

・事業評価実施要領に基づく費用対効果分析により、費用対効果が１を上回ること。 

※なお、費用対効果分析の具体的な手法については、応募後のヒアリング時に説明する。 

③ 事業主体について 

事業主体は、県内に住所あるいは事業所を有する「公共建築物等における木材の利用の

促進に関する法律施行令」第１条に掲げる施設を整備する者（法人）。 

④ 採択に当たっては、利用者数、地域材利用量、モデル性を十分考慮し、木材需要拡大の波

及効果が大きいと見込まれる案件を優先的に採択する。 

⑤ 本事業で整備した施設の維持・修繕に必要な額を超える利用料を徴収する又は物品の販売

を行うなど、営利を目的とする施設を対象としないこと。 

⑥ 木質内装整備の対象が国庫補助事業により建設された施設である場合には、原則として、

建設されてから 10 年を経過したもので、かつ、耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和 40 年 3 月 31 日大蔵省令第 15 号）に定める年数をいう。）の残存期間が 10 年

以上ある施設であること。 

⑦ 補助対象事業について、他の法律又は予算制度に基づく国の負担又は補助を得て実施する
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ものを除く。 

⑧ 学校関連施設整備は以下の要件を満たしていること。 

ア 県又は市町村教育担当部局等との間において、用地使用の承認等の手続が的確に行われ

ていること。 

イ 余裕教室の木質内装の整備については、用途変更が的確に行われていること。 

ウ 学校施設の木質内装の整備については、「環境を考慮した学校施設（エコスクール）の

整備推進に関するパイロット・モデル事業実施要項」（平成 19 年 3 月 23 日付け、18 文科

施第 602 号、18 林政利第 63 号、19･03･19 資庁第 2 号、環政経発第 070323002 号、環地温

発第 2006030839 号、文部科学省大臣官房文教施設企画部、農林水産省林野庁、経済産業省

資源エネルギー庁、環境省総合環境政策局連名通知）の 7 に定める事業計画書の決定がな

されていること。 

⑨ 施設の整備に当たっては、展示効果が上がるよう地域材利用に関する情報（樹種など）を

示す看板を設置すること。 

➉ 施設利用者への地域材利用に関するアンケートを実施し、とりまとめた結果を普及活動に

活かすこと。 

⑪ 本事業で整備した施設においては、木材利用の魅力を公衆にＰＲする観点から、施設の見

学等に協力すること。 

⑫ 事業の実施に当たっては、地域内の素材生産業者や木材業者等と連携し、住宅等への地域

材の活用の流れを形づけるよう努めること。 

⑬ この事業により整備する施設において使用される製材等（製材、集成材、合板、単板積層

材）については、「間伐材」又は林野庁作成の「木材製品の合法性、持続可能性の証明のた

めのガイドライン（平成 18 年 2 月 15 日）」に準拠した「合法木材」を使用すること。その

他の木製建具等の部材についても原則として「間伐材」又は「合法木材」を使用すること。 

⑭ 木造公共建築物を整備する際には、木製窓枠等木製設備や木質ペレットストーブ等の導入

に努めること。 

    ⑮  電気・上下水道工事等は補助対象事業費から除く。 

  ⑯ 補助対象施設を担保とすることはできない。 

  ⑰ 設計上の工夫や効率的な木材調達を通じ、鉄骨・ＲＣ造と比較し、おおむね同等のコスト

が可能であること。 

 

６ 事業実施期間 

  事業実施期間は、補助金の交付決定の日から平成２９年度末までとする。 

 

Ⅲ 公募方法 

１ 応募資格 

 Ⅱの 5 の③で定める事業主体であって、次の(1)～(3)の条件を全て満たす者とする。 

 (1) 当該補助事業の的確な遂行に必要な組織、能力、知識等を有すること。 

 (2) 当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ補助事業に係る経理につい

て十分な管理能力を有すること。 

 (3) 次の①～⑤のいずれにも該当しない者（応募者が連合体であるときは、その構成員の全てが該

当しないこと）であること。 

   ①地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定（一般競争入札に参加させないことができる事由な

ど）に該当する者 

   ②次の申し立てがなされている者 

      a 破産法第 18 条又は第 19 条の規定による破産手続き開始の申立て 

      b 会社更生法第 17 条に基づく更生手続き開始の申立て 

      c 民事再生法第 21 条の規定による再生手続きの申立て 

③ 島根県における建設工事又は物品購入等に係る指名停止に関する規定に基づき、現に指名

停止措置を受けている者 
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④ 島根県税の滞納者 

⑤ 次に該当するもの 

      a 役員等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 88 号）第

2 条第 6 号に規定する暴力団員であると認められる者 

       b 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する

暴力団をいう。）または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

            c 役員が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

      ｄ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認

められる者 

      e  役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者  

 

２ 公募期間 

  平成２８年１１月１８日（金）～平成２８年１２月２０日（火）締め切り 

  ※持参又は郵送（締切日必着）で受け付ける。（持参の場合は閉庁日を除く。） 

 

３ 応募書類の提出 

(1)提出書類 

 下記書類を紙媒体で提出すること。 

区  分 提出書類 提出部数 

応募書類 

様式第１号 「木造公共施設等整備」応募書 

様式第２号 応募者概要 

様式第３号 平成２９年度事業実施計画書 

様式第４号 事業内容及び経費見積書 

２部 

添付資料 

○事業計画を説明する資料等（施設位置図、立面図、平面図、

建築予定地写真、内装木質化のみを行う場合は計画箇所の内

装現況がわかる室内写真と外観写真） 

○定款及び登記簿謄本（会社組織等の場合） 

○県税の滞納がないことを証明する書類 

○その他参考となる資料 

２部 

 (2)提出にあたっての注意事項 

  ① 虚偽の記載をした場合は、無効とする。 

  ② 事業主体の要件を有しない者が提出した場合は、無効とする。 

  ③ 国などから他の補助金等の交付を受ける取組は、本事業の補助対象とならない。 

④ 応募書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

⑤ 提出された書類や追加説明資料は返却しない。 

⑥ 応募書類の取扱いは厳重に行い、企業秘密保持の観点から応募者の了解なしには応募の内容

等の公表は行わない。 

 

４ 応募書類の提出先及び問い合わせ先 

 応募書類の提出先は、建築場所を所轄する支庁・農林振興センター（地域事務所）林業普及課

とする。（別紙一覧表のとおり） 

 

５ 審査及び補助事業者の決定 

(1) 審査について 

提出された書類に基づき書面審査を行うとともに、ヒアリングを行う。 
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※ヒアリングは、建築場所を所轄する支庁・農林振興センター（地域事務所）で実施する。 

なお、必要に応じ追加説明資料の提出を求めることがある。 

 

 (2) 審査結果について 

   事業実施にあたっては、林野庁の承認が必要。そのため、林野庁からの内報があり次第、速

やかに申請者あてに通知する。 

 

 (3) 事業計画書等の提出について 

補助事業者の決定後、県が別に定める補助金交付要綱等により事業計画書の提出や承認の手

続き及び補助金交付申請の手続きを行うこと。 

 

６ 補助事業者の義務等 

  補助事業者は、事業の実施及び交付される補助金の執行に当たって、事業に関係する例規等に

従うとともに、次の事項のほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法

律第 179 号）に基づき、適正に執行すること。 

 

 (1) 事業の推進 

   補助事業者は、事業全体の進行管理、事業成果の公表等、事業の推進全般についての責任を

持つこと。特に、交付申請書（採択決定後、補助金の交付を受けるために提出することとなっ

ている申請書）の作成、計画変更に伴う各種承認申請書の提出、定期的な報告書の提出等につ

いては、適時適切に行うこと。 

   また、交付決定後に補助事業を中止しようとする場合は、事前に知事の承認を受けること。 

 

 (2) 補助金の経理管理 

   補助事業者は、補助事業の経費について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状

況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を

当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後、５年間保存すること。 

   また、補助事業終了後の補助金額の確定作業において、帳簿類等の確認ができない場合には

補助対象外となる。 

  

(3) 事業終了後の管理 

   補助事業終了後、会計検査院が実施検査に入ることがある。 

   また、補助事業者が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に違反する行為をし

た場合には、補助金の交付取消、返還、不正内容の公表等を行うことがある。 
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＜平成２９年度事業・要望調査＞　木造公共施設等整備

○提出先・照会先

所轄市町村

松江市 石橋　正樹

安来市 ishibashi-masaki@pref.shimane.lg.jp

雲南市 山崎　新太郎

奥出雲町 yamasaki-sintaro@pref.shimane.lg.jp

飯南町

甲佐　秀司

kosa-hideshi@pref.shimane.lg.jp

大田市 土屋　浩志

川本町 tsuchiya-hiroshi@pref.shimane.lg.jp

美郷町

邑南町

浜田市 大住　遼

江津市 ohsumi-ryo@pref.shimane.lg.jp

益田市 大國隆二

津和野町 oguni-ryuji@pref.shimane.lg.jp

吉賀町

隠岐の島町 木下　勝

西ノ島町 kinoshita-masaru@pref.shimane.lg.jp

海士町

知夫村

村松義昭

muramatsu-yoshiaki@pref.shimane

成相祐樹

nariai-yuki@pref.shimane.lg.jp

担当部署、担当者

東部農林振興センター 林業普及課
電話（０８５２）３２－５６６７

東部農林振興センター
雲南事務所

林業普及第二課
電話（０８５４）４２－９５６０

県庁林業課 木材振興室
電話（０８５２）２２－６７４９

出雲市
東部農林振興センター
出雲事務所

林業普及第二課
電話（０８５３）３０－５５５１

隠岐支庁農林局 林業振興・普及第二課
電話（０８５１２）２－９６４８

西部農林振興センター
県央事務所

林業普及第二課
電話（０８５５）７２－９５６８

西部農林振興センター 林業普及課
電話（０８５５）２９－５６１３

西部農林振興センター
益田事務所

林業普及第二課
電話（０８５６）３１－９５８６


